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 衣浦港における台風襲来時の対策基準を以下のとおり定める。 

１ 勧告の区分等 

衣浦港において港長が発令する港則法第３９条第４項に基づく勧告の区分

は、以下のとおりとし、その措置すべき対策の基準は別表１にとする。 

（１）第一警戒体制（準備体制） 

（２）第二警戒体制（避難体制） 

 

２ 警戒体制の発令基準 

  警戒体制等の発令基準は、原則として、次のとおりとする。  

（１）第一警戒体制(準備体制) 

台風の進路等推定をした場合、強風域が衣浦港にかかるときに、その

６時間前に発令する。  

ただし、強風域が衣浦港にかかる時刻が夜間となる場合は、日没６時

間前とする。 

（２）第二警戒体制(避難体制) 

台風の進路等推定した場合、暴風域が衣浦港にかかる可能性があると

き、強風域がかかる３時間前に発令する。 

ただし、強風域が衣浦港にかかる時刻が夜間となる場合は、日没３時

間前とする。 

また、気象・海象に応じ、水先人の乗船を必要とする船舶に対して別

途発令する場合がある。 

 

３ 警戒体制の解除基準 

   警戒体制の解除基準は、次のとおりとする。 

（１）発令が第一警戒体制のみの場合 

       衣浦港が強風域に入らないことが確実となったとき、又は、衣浦港が

強風域から脱したときとする。 

（２）第二警戒体制が発令された場合 

       台風が通過し、原則として港内風速が１５m／s(１０分間平均)以下と

なったときとする。 



 

４ 警戒体制の発令及び解除時期の伝達方法等 

（１）警戒体制の発令及び解除の時期については、国際ＶＨＦによる放送周

知（なごやほあん）、第四管区海上保安本部の海の安全情報（インター

ネット）への掲載、巡視船等による港内周知の他、事務局（衣浦海上保

安署）からの衣浦港台風・地震津波対策等委員会連絡網による一斉ＦＡ

Ｘ等により伝達する。 

（２）衣浦港在泊船舶に対する情報提供系統は、別図１「台風・地震津波等

伝達系統図」のとおりとする。 

 

５ 対処要領 

警戒体制における基本的な対処要領は別表１に定めるほか、以下による

ものとする。 
（１） 避難勧告等により避泊する船舶は、港外の安全な海域に避泊するもの

とする。 
（２）（１）により錨泊する船舶は、振れ回りを考慮した安全な距離を確保

するとともに、VHF の聴取及び見張りの励行等厳重な警戒措置を行う

こと。 
         また、走錨防止のため、レーダー及びＡＩＳ等により自船位置の連続

監視を行うこと 
（３）運航要員不足や修理中の船舶にあっては、避難が可能であれば勧告に

従い避難するものとするが、困難又は不可能であれば、十分な増しもや

い等による確実な係留措置を行うこと。 
 

６ その他 

台風襲来時において衣浦港長が必要と認めるときは、港則法第３９条第

３項に基づく命令を発することがある。 



                                                      別 表１ 

 

勧告の区分と対策内容等 

勧告の区分 対 策 内 容 等 

第一警戒体制 

(準備体制) 

１ 在泊船（小型船及び汽艇等を除く）は、荒天準備となし、必要に

応じ直ちに運航できるよう準備すること。 

２ 筏は、貯木場へ早期収容する等流木対策の準備にかかること。 

３ 小型船及び汽艇等は、河川その他安全な場所に避難するための準

備を開始すること。 

４ 設備を備える全ての船舶は、次の事項を遵守すること。 
・国際ＶＨＦ１６チャンネルを常時聴取すること。 
・可能な場合には、AIS を送信状態とすること。 
・レーダー等により自船の錨泊位置を監視すること。 
・台風情報、気象海象状況に留意すること。 

第二警戒体制 

(避難体制) 

１ 総トン数１，０００トン以上の船舶は、速やかに港外に退避する

こと。 

２ 筏は、貯木場への収容を完了し厳重な警戒体制につくこと。 

３ 小型船及び汽艇等は、河川運河その他安全な場所に避難するか又

は陸揚げを行なうこと。 

４ 設備を備える全ての船舶は、次の事項を遵守すること。 
・国際ＶＨＦ１６チャンネルを常時聴取すること。 
・可能な場合には、AIS を送信状態とすること。 
・走錨防止のため、レーダー等により自船の位置を連続監視するこ

と。 
・機関はスタンバイ状態とし、直ちに運航できる体制を保持するこ

と。 
・最新の台風情報、気象海象状況及びその突然の変化にさらに注意

すること。 
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